
【３.支援・補助等について】

自治会向けの支援・補助事業を掲載しますので、是非ご活用ください。 
（1）上尾市自治会活動運営交付金（市民協働推進課）・・・・・・・・・・・・ P43
（2）上尾市集会所等整備事業費補助金（市民協働推進課）・・・・・・・・・・ P44
（3）上尾市一般コミュニティ助成事業補助金（市民協働推進課）・・・・・・・ P45
（4）自主防災活動補助金交付事業（危機管理防災課）・・・・・・・・・・・・ P46
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（6）上尾市だんらんの家運営費補助金（高齢介護課）・・・・・・・・・・・・ P48
（7）上尾市通所型サービスＢ事業補助金（高齢介護課）・・・・・・・・・・・ P49
（8）上尾市訪問型サービスＢ事業補助金（高齢介護課）・・・・・・・・・・・ P50
（9）通いの場づくり支援補助金（高齢介護課）・・・・・・・・・・・・・・・ P51
（10）私道に係る道路照明灯及び道路反射鏡設置申請（交通防犯課）・・・・・ P52
（11）上尾市地域リサイクル事業報奨金（環境政策課）・・・・・・・・・・・ P53
（12）空閑地整備事業（みどり公園課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P55
（13）上尾市自警消防団運営連絡協議会運営事業等（消防本部警防課）・・・・ P57
（14）各地区自警消防団運営委員会運営事業（消防本部警防課）・・・・・・・ P58
（15）自警消防団施設等整備事業（消防本部警防課）・・・・・・・・・・・・ P59
※詳細は担当課にご連絡ください。

【4.市からの依頼事項等について】

 　委員の推薦など、市からの依頼事項を掲載します。   
（1）民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦（福祉総務課）・・・・ P60
（2）上尾市敬老事業交付金（高齢介護課）・・・・・・・・・・・・・・・・・ P61
（3）アッピー元気体操等地域介護予防の実施方法について（高齢介護課）・・・ P62
（4）市道に係る道路照明灯設置申請（交通防犯課）・・・・・・・・・・・・・ P63
（5）地域防犯推進委員の推薦事務（交通防犯課）・・・・・・・・・・・・・・ P64
（6）上尾市学校安全パトロール事業（学校保健課）・・・・・・・・・・・・・・ P65
（7）上尾市環境美化推進員の推薦（生活環境課）・・・・・・・・・・・・・・ P66
（8）ごみ集積所の新設・変更・廃止の確認（西貝塚環境センター）・・・・・・ P67
（9）上尾市公園管理報奨金（みどり公園課）・・・・・・・・・・・・・・・・ P68
（10）上尾市明るい選挙推進協議会推進員の推薦（選挙管理委員会事務局）・・・ P69
（11）選挙時の投票立会人の推薦（選挙管理委員会事務局）・・・・・・・・・ P70
（12）国勢調査調査員の推薦（総務課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P71
（13）上尾市少年補導委員の推薦（少年愛護センター）・・・・・・・・・・・ P72
（14）上尾市国民健康保険運営協議会委員の推薦（保険年金課）・・・・・・・・・ P73
※詳細は担当課にご連絡ください。
	事務･事業の名称
	上尾市自治会活動運営交付金

	担当課(室)
	市民生活部　市民協働推進課
【市役所４階】
	℡048-775-4539（直通）

	目的･趣旨
	自治会等の自主的かつ円滑な運営を助長し、もって市民参加の市政を推進するとともに、上尾市行政連携協定に基づく行政協力業務に対する対価として交付金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

１、交付金の額

　　交付額は、次の均等割と世帯割の額を合計した額です。

①均等割　１団体（主たる自治会等）当たり２５０，０００円

　　②世帯割　４００円に当該自治会等の存する事務区に存する自治会等の加
入世帯数の総数を乗じて得た額
２、交付手続の流れ

①自治会活動運営交付金交付申請書（第１号様式）を市に提出
※添付書類（事業計画書、収支予算書等）

②市で申請内容を審査

③自治会活動運営交付金交付決定通知書（第２号様式）を市が通知

④自治会活動運営交付金交付請求書（第３号様式）を市に提出

⑤交付金を交付

⑥自治会活動運営交付金実績報告書（第４号様式）を市に提出

※添付書類（収支決算書等）
⑦実績報告書を審査し、交付額を確定

⑧自治会活動運営交付金確定通知書（第５号様式）を市が通知
３、交付の時期
　　毎年７月ごろ

	根拠法令等
	上尾市自治会活動運営交付金交付要綱


	事務･事業の名称
	上尾市集会所等整備事業費補助金

	担当課(室)
	市民生活部　市民協働推進課
【市役所４階】
	℡048-775-4539（直通）

	目的･趣旨
	集会や行事等地域活動に利用する施設等の整備に補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

１　補助事業の区分及び補助限度額
補助事業区分
補助対象経費
（補助事業の総額）
補助率
補助限度額
１
新築
１５０万円以上
２分の１
　　以内
１，５００万円※
２
増築
５００万円
３
改築
４
修繕
５０万円以上
１５０万円
５
備品購入
６
環境基盤整備
７
耐震補強改修
１５０万円以上
５００万円
· 新築の補助限度額は、世帯数や延床面積により異なります。
２　補助金の交付対象
（１）補助事業区分№１～６のうちいずれか１区分（同一年度内）
（２）補助事業区分№７は、補助限度額内で他の補助事業区分の事業も合わせて実施可能（ただし補助事業区分に定められた補助限度額内での交付）
３　手続の方法
　　　補助金の交付を希望する場合は、事前に市民協働推進課と協議の上、事業を行う年度の前年度７月までに「上尾市集会所等整備事業実施要望書」を提出してください。この事業は、予算の範囲内での対応となりますので、要望に応じられない場合もあります。
４　繰り返し利用の制限
次の補助事業区分の事業を行うために、この事業を繰り返して利用する場合は、事業ごとに定めた期間が経過しなければ、新たに補助を受けることができません。
　（１）新築 … 過去に新築の補助を受けてから３０年、その他何らかの集会所等整備の補助を受けてから１０年
　（２）増築、改築 … 過去に何らかの集会所等整備の補助を受けてから１０年
　（３）修繕、備品、環境基盤整備 … 過去に何らかの集会所等整備の補助を受けてから５年
　（４）耐震補強改修 … １回限り（ただし他の補助事業区分を合わせて実施する場合は、上記（２）（３）の制限があります）

	根拠法令等
	上尾市集会所等整備事業費補助金交付要綱

	事務･事業の名称
	上尾市一般コミュニティ助成事業補助金

	担当課(室)
	市民生活部　市民協働推進課
【市役所４階】
	℡048-775-4539（直通）

	目的･趣旨
	コミュニティ活動の促進や、地域の連帯感に基づく自治意識の向上のため、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１．補助金の対象

コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業であり、市が一般財団法人自治総合センターから助成金の交付を受けることができるもの

※テーブルやイス等、コミュニティ活動に必要な物品が補助対象となりま
す。購入を希望する物品が補助対象として認められるか、自治総合セン
ターとの確認が必要になる場合がございます。

２．補助金の額

１００万円から２５０万円まで
（１０万円単位とし、１０万円未満は切り捨て）

　 ３. 交付手続きの流れ

　　　　事前に市民協働推進課と協議の上、事業実施の前年度７月末までに「上尾市一般コミュニティ助成事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて市民協働推進課に提出してください。
　　※市が自治総合センターに申請できる件数には上限がありますので、要望
に応じられない場合もあります。

	根拠法令等
	上尾市一般コミュニティ助成事業補助金交付要綱

	事務･事業の名称
	自主防災活動補助金交付事業

	担当課(室)
	総務部　危機管理防災課
【市役所4階】
	℡048-775-5140

	目的･趣旨
	自主防災組織の育成強化及び円滑な協力体制づくりを図るため予算の範囲内で補助金を交付します。

	事務･事業の内容、手続の方法

	（補助金の対象）

・上尾市自主防災組織育成指導要領に基づく自主防災組織

（事務区等を単位として設立された自主防災会）

・自主防災連合会

（補助対象事業）

・自主防災会組織及び自主防災連合会の運営事業

　※防災に直接関係のない事業（酒代、商品券等）は補助対象外です。
食事代は、訓練同日のお酒を伴わない昼食（一人当たり1,000円以内目安）など、真に必要な場合に限ります。
（補助額）

・１自主防災組織及び１自主防災連合会に対し年間27,000円（定額）

（交付手続きの流れ）

１、市から配布された「①補助金等交付申請書」と「②自主防災活動事業実施計画・予算書」、「③補助金等交付請求書」と「④委任状」を所定の期日までに提出してください。なお、申請者は「自主防災会会長」又は「自主防災連合会会長」でお願いします。

２、市から「補助金等交付決定通知書」を送付し、補助金を交付します。

３、「⑤補助事業等実績報告書」と、「⑥自主防災活動事業実施報告・決算書」を、日付、宛名を必ず記載した領収書（宛名は「自主防災会会長」又は「自主防災連合会会長」で自治会長は誤り、領収書がない場合は、出金伝票）の写しを添付の上、所定の期日までに提出してください。
４、市で実績報告書を審査し、「補助金等確定通知書」を送付します。

	根拠法令等
	上尾市自主防災活動補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	上尾市だんらんの家運営費交付金

	担当課(室)
	高齢介護課【市役所２階】
	℡　048-775-5124

	目的･趣旨
	介護予防に資するため、だんらんの家運営事業を行う自治会及び町内会等に対し、交付金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	自治会や町内会などが主体となって、高齢者がだんらんをするのに適当な場所を確保して提供し、地域の高齢者に生きがいを与え、介護予防に資する事業。

補助対象となる運営費

限度額

だんらんの家の電気料、水道料、テレビ受信料、電話の基本料金相当額、ガス等燃料費、その他必要経費

年額　60,000円

１．提出書類

（前年度分）

①だんらんの家実績報告書

②支出明細書

③事業報告書

（本年度分）

④だんらんの家運営費交付金交付請求書

⑤事業計画書

※新規の場合は、開設申請が必要。前年8月時点で開設の状況を確認する。

２．提出期限

①～⑤：毎年５月初旬。
３．提出先

高齢介護課

４．交付時期

　6月30日までに口座振り込み

	根拠法令等
	上尾市だんらんの家運営費交付金交付要綱


	事務･事業の名称
	上尾市だんらんの家運営費補助金

	担当課(室)
	高齢介護課【市役所２階】
	℡　048-775-5124

	目的･趣旨
	介護予防に資するため、だんらんの家運営事業を行う自治会及び町内会等に対し、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	自治会や町内会などが主体となって、高齢者がだんらんをするのに適当な場所を確保して提供し、地域の高齢者に生きがいを与え、介護予防に資する事業。

補助対象となる運営費

限度額

だんらんの家確保のための家賃

25,000円×開設月数

１．提出書類

（前年度分）

①補助事業等実績報告書

②事業報告書

③収支決算書

（本年度分）

④補助金等交付申請書

⑤事業計画書

⑥収支予算書

⑦補助金等交付請求書

⑧口座振込依頼書

※新規の場合は、開設申請が必要。前年8月時点で開設の状況を確認する。

２．提出期限

①～⑧：毎年５月初旬。

３．提出先

高齢介護課

４．交付時期

　6月30日までに口座振り込み

	根拠法令等
	上尾市だんらんの家運営費補助金交付要綱

上尾市補助金等交付規則


	事務･事業の名称
	上尾市通所型サービスＢ事業補助金

	担当課(室)
	健康福祉部　高齢介護課（地域支援室）【市役所2階】
	℡048-775-4190(直通)

	目的･趣旨
	要支援者等（要支援1、2及び基本チェックリストにより事業対象者と判定された方）を対象として、通所型サービスB事業を実施する団体に対して、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	○対象となる事業

　交流会・サロンの開催、体操・運動の活動、趣味活動等、定期的に通いの場を提供することにより介護予防に資する事業であって、次の各号のすべてを満たすものとします。

　(1)　参加者の半数以上が要支援者等であること
　　　※ただし、要支援者等であった参加者が要介護認定を受けても対象外とせず、継続して参加できるものとします

　(2)　年間で13回以上開催すること

○対象となる経費と補助金額（補助限度額）

　(1)　事業の拠点等を新たに開設するための経費　20万円

　　　消耗品費、賃借料、備品購入費、謝金、旅費、郵送料、委託料、工事請負費　等

　(2)　サロン事業等を実施するための経費　※通いの場づくりを参照

　　　　実施回数が年13回から24回まで　　年  5万円

　　　　実施回数が年25回以上   　　　　　年 10万円

　　　消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、使用料、賃借料、謝金、旅費、郵送料、保険料　等
○申請書類等

　(1)交付申請書類…申請書類に基づき、市が補助金の交付決定をします。

　　　・補助金等交付申請書　　　・事業計画書　　　・収支予算書　　

　　　・（前年度決算書）　　　　 ・（工事の実施設計書）
※新規の場合は、開設申請が必要。前年8月時点で開設の状況を確認する。

　(2)支給申請書類…交付決定後、補助金を支給するために必要な書類です。

　　　・補助金等交付請求書　　　・口座振込依頼書（※必要に応じて委任状も）

　(3)実績報告書類…事業が計画通り実施されたかを確認するための書類です。

　　　・補助事業等実績報告書　　・収支決算書　　　・契約書、領収書の写し

　　　・利用者実績報告書

	根拠法令等
	上尾市地域介護予防活動支援補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	上尾市訪問型サービスＢ事業補助金

	担当課(室)
	健康福祉部　高齢介護課（地域支援室）【市役所2階】
	℡048-775-4190 (直通)

	目的･趣旨
	要支援者等（要支援1、2及び基本チェックリストにより事業対象者と判定された方）を対象として、訪問型サービスB事業を実施する団体に対して、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	○対象となる事業

　要支援者等の自立意欲の向上を図ることを目的として、生活援助（掃除、洗濯、調理、買い物等）を行うサービスを提供する事業。

○対象となる経費と補助金額（補助限度額）

　(1)　事業の拠点等を新たに開設するための経費　10万円

　　　 消耗品費、賃借料、備品購入費、謝金、旅費、郵送料、委託料、
工事請負費　等

　(2)　生活援助を実施するための経費

1回の訪問当たりのサービス提供時間に応じて次の計算で算出

　　　　・30分以下　400円
　　　　・30分を超える時間800円に、30分を超える時間が30分につき400円を加算した額

　　　消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、使用料、賃借料、
謝金、旅費、郵送料、保険料　等

○申請書類等

　(1)交付申請書類…申請書類に基づき、市が補助金の交付決定をします。

　　　・補助金等交付申請書　　　・事業計画書　　　・収支予算書　　

　　　・（前年度決算書）　　　　 ・（工事の実施設計書）
※新規の場合は、開設申請が必要。前年8月時点で開設の状況を確認する。

　(2)支給申請書類…交付決定後、補助金を支給するために必要な書類です。

　　　・補助金等交付請求書　　　・口座振込依頼書（※必要に応じて委任状も）

　(3)実績報告書類…事業が計画通り実施されたかを確認するための書類です。

　　　・補助事業等実績報告書　　・収支決算書　　　・契約書、領収書の写し

　　　・利用者実績報告書

	根拠法令等
	上尾市地域介護予防活動支援補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	通いの場づくり支援補助金

	担当課(室)
	健康福祉部　高齢介護課（地域支援室）【市役所2階】
	℡048-775-4190(直通)

	目的･趣旨
	地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行い、もって高齢者の健康維持及び要介護状態等となることの予防に資する通いの場づくりを実施する団体に対して、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	○対象となる事業

介護予防を目的としたアッピー元気体操等の運動や脳トレなどの活動を行う住民主体の団体であって、次の各号のすべてを満たすものとします。
　(1)　利用者が10人以上であること。
(2)　１回当たりの参加者が平均5人以上であること。
(3)　原則として、参加者が65歳以上の者であること。

○対象となる経費と補助金額（補助限度額）

　　通いの場を運営するために要する経費
　　実施回数が年13回から24回まで　　年  5万円

　　実施回数が年25回以上   　　　　　年 10万円
　※年25回以上の活動を実施する団体に、施設使用料（冷暖房費を含む）の経費が5万円を超えた分（千円未満切捨て）の経費と5万円のどちらか比較し少ない額を上乗せして交付します。
○申請書類等

　(1)交付申請書類…申請書類に基づき、市が補助金の交付決定をします。

　　　・補助金等交付申請書　　　・事業計画書　　　・収支予算書　　

　　　・（前年度決算書）　　　　 

　(2)支給申請書類…交付決定後、補助金を支給するために必要な書類です。

　　　・補助金等交付請求書　　　・口座振込依頼書（※必要に応じて委任状も）

　(3)実績報告書類…事業が計画通り実施されたかを確認するための書類です。

　　　・補助事業等実績報告書　　・収支決算書　　　・契約書、領収書の写し

　　　・利用者実績報告書
○その他
高齢介護課では、アッピー元気体操やシルバーゲームスポーツ実施団体の立ち上げのお手伝いや、現在活動している通いの場の団体向けに専門職の派遣（１年度１回）などを実施しています。詳しくは高齢介護課までご連絡ください。

	根拠法令等
	上尾市地域介護予防活動支援補助金交付要綱

	事務･事業の名称
	私道に係る道路照明灯及び道路反射鏡設置申請

	担当課(室)
	市民生活部　交通防犯課
【市役所４階】
	℡
048-775-5138（直通）

	目的･趣旨
	・ 道路照明灯…道路照明灯の設置基準等を明らかにし、適正な設置及び管理をすることにより、夜間における交通事故防止を図り、もって明るい環境づくりに資することを目的とする。

・ 道路反射鏡…道路反射鏡の設置基準等を明らかにし、適正な設置及び管理により、交通事故防止を図ることを目的とする。

	事務･事業の内容、手続の方法

	· 道路照明灯 … 夜間の安全な交通を確保するため、通り抜け道路や利用戸数が多い私道を対象に各自治会長からの申請に基づき、現地調査を実施し、公共性、緊急性等を判断した上で設置有無の決定を行います。

設置決定の場合には、設置費用の五分の一を各自治会で負担していただく仕組みとなっています。
· 道路反射鏡 … 安全な交通を確保するため、通り抜け道路や利用戸数が多い私道と公道との交差点を対象に各自治会長からの申請に基づき、現場調査を実施し、公共性、緊急性等を判断した上で設置有無の決定を行います。
設置決定の場合には、設置費用の五分の一を各自治会で負担していただく仕組みとなっています。

（申請手続き）

・事前に市から郵送される申請書を交通防犯課まで提出してください。申請に基づき、現場調査を実施し、設置基準に適合した場合に設置します。令和６年度からは、申請書の提出を随時受付としています。ただし、年度末頃に申請書を提出された場合は、次年度の対応となります。

・設置後、所有者または近隣住民から移設または撤去の要望があった場合は、別途書類を送付させていただきますので、交通防犯課までご連絡ください。

	根拠法令等
	上尾市私道道路照明灯設置要綱

上尾市私道道路照明灯設置及び管理に関する基準

上尾市私道道路反射鏡設置要綱

上尾市私道道路反射鏡設置及び管理に関する基準

	事務･事業の名称
	上尾市地域リサイクル事業報奨金

	担当課(室)
	環境政策課【市役所５階】
	℡048-775-6925（直通）

	目的･趣旨
	ごみ減量化及び資源物の有効利用の一環として、自治会等営利を目的としない団体が自主的に行う資源物（紙類・金属類・布類）回収活動（地域リサイクル活動）に対し、紙類の回収量に応じて、報奨金を実施団体に交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１．事業の内容

地域リサイクル事業での回収品目は次の8品目です。
(1)新聞 (2)雑誌（雑がみ）(3)段ボール (4)飲料用紙パック (5)アルミ 

(6)スチール (7)ビン類 (8)古布

そのうち紙類（新聞・雑誌・段ボール）の回収量に応じて報奨金を交付します。

【報奨金の額】
新聞・雑誌・段ボールの回収量（kg）×２円（100円未満切捨て）
※雑誌には、雑がみ（包装紙、ティッシュの箱、封筒など）が含まれます。

２．地域リサイクル事業手続きの流れ

（1）実施団体の登録について
① 事業実施の2か月前までに環境政策課にご相談ください。
② 環境政策課と打ち合わせを行った後、上尾資源回収事業協同組合に連絡し、担当の回収業者と事業実施日、回収品目、回収場所等について調整を行ってください。
③ 団体登録のため、「実施団体登録申請書」に必要事項を記入し、直接環境政策課に提出してください。
④ 環境政策課で「実施団体登録申請書」を審査し、「実施団体登録決定通知書」を送付します。
（2）報奨金支払いまでの流れ

① 年2回（前期4月～9月分、後期10月～3月分）、環境政策課より、「報奨金交付申請書」を送付しますので、期日までに環境政策課に提出してください。

　② 環境政策課で「報奨金交付申請書」を審査し、「報奨金交付決定通知書」を送付します。
　③ 「報奨金交付申請書」の提出期限から概ね２か月で、指定口座に振り込みます。
３．注意事項
　・「実施団体登録申請書」の内容に変更が生じた場合は、速やかに「登録事項変更届出書」を環境政策課に提出してください。

・報奨金の振込先は団体名義の口座にしてください。
・口座名義人が代表者ではない場合は、委任状を提出ください。

・市の定期回収日と地域リサイクルの回収日を同日にすることはできません。

	根拠法令等
	上尾市地域リサイクル事業報奨金交付要綱


	事務･事業の名称
	空閑地整備事業

	担当課(室)
	都市整備部　みどり公園課
【市役所６階】
	℡048-775-8129(直通)

	目的･趣旨
	休耕畑地その他の空地を効率的に利用することにより、地域環境の保全並びに地域住民の福祉及び体育の向上に寄与することを目的とする。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１．補助金の対象及び交付額
新設　施設設置費　補助対象経費の2分の1に相当する額（その額が27万円を超えるときは27万円とする）
内容　空閑地に外柵用ネットフェンス等の市長の認める施設及び工作物を設置するのに要する経費並びに空閑地として地盤等を整備するのに要する経費
修繕　施設補修費　50,000円（20万円以内で市長が定める額）
内容　外柵用ネットフェンスその他市長の認める施設又は工作物の補修に要する経費
管理　維持管理費　面積に応じた額
　　　　 　公園面積500㎡以下　　　　　　　　　　　 20,000円
　　　　　 公園面積500㎡を超え1000㎡以下　　　　　28,000円

　　　　　 公園面積1000㎡を超える公園については、100㎡ごとに
1,000円を加算。

内容　空閑地の維持及び管理に要する経費(施設補修費の項に定めるものを除く。
２．手続の方法
新設　空閑地の新規認定を希望する場合は、事前にみどり公園課と協議の上、「空閑地整備事業認定申請書」を提出してください。所定の手続を経て事業認可となります。
修繕　空閑地の修繕を希望する場合は、事前にみどり公園課と協議の上、「補助金等交付申請書」を提出してください。
管理　事業認可を受けている全ての空閑地の管理者にみどり公園課より毎年５月頃に「補助金等交付申請書」を送付致します。所定の手続を経て交付となります。
※塩化カルシウム購入の補助金については、維持管理費に計上してください。　
※解除時に土地所有者から土地の返還の申し出があった場合、現況復旧を自治会で行っていただくことになります。強固な設置物の設置は、控えて頂くようお願いします。

	根拠法令等
	上尾市空閑地使用要綱、上尾市空閑地整備事業実施要綱
上尾市空閑地整備事業補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	上尾市自警消防団運営連絡協議会運営事業

自警消防団特別点検事業

	担当課(室)
	消防本部　警防課

【上尾村５３７番地】
	℡048-775-1312（直通）

	目的･趣旨
	上尾市自警消防団運営連絡協議会の運営及び特別点検（自警消防団員の表彰、合同訓練等）の実施のため、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１　補助金の対象及び交付額

· 運営に要する経費　　　　　８１，０００円以内の額

· 特別点検に要する経費　　１５４，０００円以内の額

２　手続きの方法

補助金の交付をする場合は、前年度の実績報告に基づいて、年度の５月末までに交付申請書を提出してください。

	根拠法令等
	上尾市自警消防団運営費等補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	各分団自警消防団運営委員会運営事業

	担当課(室)
	消防本部　警防課

【上尾村５３７番地】
	℡048-775-1312（直通）

	目的･趣旨
	市内各分団の自警消防団の運営のため、補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１　補助金の対象及び交付額

· 市内各分団　　運営に要する経費　　　　　各分団６４,８００円

２　手続きの方法
　　　補助金の交付を申請する場合は、前年度の実績報告に基づいて、年度の６月末までに交付申請書を提出してください。

	根拠法令等
	上尾市自警消防団運営費等補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	自警消防団施設等整備事業

	担当課(室)
	消防本部　警防課

【上尾村５３７番地】
	℡048-775-1312（直通）

	目的･趣旨
	自警消防団施設等の整備充実を図るため補助金を交付する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１　補助金の対象及び交付額

· 可搬式動力ポンプ購入　　　　　　　補助対象経費の２分の１以内

最高限度額６２０，０００円

· 可搬式動力ポンプ専用積載車購入　　補助対象経費の２分の１以内

最高限度額３４９，０００円

· 機械器具置場の新築、改築　　　　　補助対象経費の３分の１以内

最高限度額３３３，０００円

· ホース乾燥塔の新築、修繕、撤去　　補助対象経費の３分の１以内

最高限度額１３３，０００円

２　手続きの方法

　　　　自警消防施設の更新及び修繕等で補助金の交付を希望する場合は、事業を行う年度の前年度６月末までに「自警消防団施設等整備事業に伴う要望書」を提出してください。

	根拠法令等
	上尾市自警消防団運営費等補助金交付要綱


	事務･事業の名称
	民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦

	担当課(室)
	健康福祉部　福祉総務課　　　℡
	048-775-5118(直通)　

	目的･趣旨
	民生委員・児童委員及び主任児童委員の候補者の推薦を依頼します。

	事務･事業の内容、手続の方法

	1． 委員の欠員補充（随時）

・解嘱（自己都合・死亡等）による場合
　　　・前任者が一斉改選時に任期満了となり欠員となっている場合

　手続き方法
新たな委員の選任が必要となったとき、または、前任者が一斉改選時に任期満了となり欠員が続いているときに、自治会等から候補者の推薦をいただきます。

（提出書類）①民生委員・児童委員候補者推薦書
　　　　  ②民生委員・児童委員候補者調書

· 上尾市民生委員・児童委員協議会連合会

地区民生委員・児童委員協議会　市内１０地区

民生委員・児童委員　２８４人　（定数　３１４人）

主任児童委員　　　　　１４人　（定数　　２１人）
　　　　　　　　　　　計　２９８人　（定数　３３５人）

（実数・定数ともに令和８年２月１日現在）
2． 一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の選任

※３年ごとに依頼

　手続き方法
自治会等の区域から選出されている委員の任期満了により、新たな候補者の選任、又は再任が必要となったとき、自治会等から候補者の推薦をいただきます。
（提出書類）１．と同様
· 候補者への事務・事業の説明など、必要な場合は職員が伺いますので、ご連絡ください。

	根拠法令等
	民生委員法、児童福祉法


	事務･事業の名称
	上尾市敬老事業交付金

	担当課(室)
	高齢介護課　【市役所２階】
	℡048-775-5124（直通）

	目的･趣旨
	敬老の日の行事として行う敬老事業に交付金を交付し、高齢
者福祉の増進を図る。

	事務･事業の内容、手続の方法

	毎年８月３１日現在で75歳以上の者（ただし、毎年９月１日現在上尾市に居住し、かつ、住民基本台帳法による住民基本台帳及び外国人登録法による外国人登録原票に記載されている者）１人あたり1,500円を算出の根拠とし、敬老事業（敬老会など）を行う、事務区に存する自治会等または必要と認められた施設に対し、運営費として交付する。

１．交付額

事務区に存する自治会等の区域内に住所を有する75歳以上の人数に1,500円を乗じた金額

２．提出書類（様式の配布は６月各地区連合会等を予定）
　①敬老事業交付金請求書

　②敬老事業計画書
③実績報告書および経費の支出を明らかにした書類の写し（領収書など）

提 出 先：高齢介護課

提出期限：①～②は７月初旬を予定

③は敬老事業終了後１か月以内

３．敬老事業対象者（７５歳以上）リスト

①訂正・確認用
６月各地区連合会等で配布。７月初旬までに「リストに記載されている人の事務区が誤っていないか」等の内容の確認をお願いするもので、訂正・確認後、高齢介護課へ提出。

　②確定版

８月初旬に市役所・各支所等で配布予定。交付金額算出根拠となるもので、事業終了後、高齢介護課へ返却。



	根拠法令等
	上尾市敬老事業交付金交付要綱


	事務･事業の名称
	アッピー元気体操等地域介護予防の実施方法について

	担当課(室)
	健康福祉部　高齢介護課
【市役所2階】
	℡048-775-4190（直通）

	目的･趣旨
	住民運営の「通いの場」を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進していく

	事務･事業の内容、手続の方法

	　　
アッピー元気体操をはじめとした、様々な介護予防活動を推進します。
１．現在の支援内容について
・団体の立ち上げ支援
・運営費の補助（通いの場づくり支援補助金を参照）
・備品の貸与
　希望のあった団体に対し、備品（ラジカセ・血圧計等）貸与を行います。

・専門的アドバイザーの派遣
・アッピー元気体操実施団体に対して、ステップアップ情報交換会の開催を予定しています。
２．自治会集会所等の借用について
介護予防活動の実施を検討している団体に対して、会場の貸し出しや
可能な範囲で使用料減免等のご配慮を願います。

	根拠法令等
	介護保険法


	事務･事業の名称
	市道に係る道路照明灯設置申請

	担当課(室)
	市民生活部交通防犯課
【市役所４階】
	℡
048-775-5138（直通）

	目的･趣旨
	市における道路照明灯の設置基準等を明らかにし、適正な設置及び管理をすることにより、夜間における交通事故防止を図り、もって明るい環境づくりに資することを目的とする。

	事務･事業の内容、手続の方法

	市長が管理する道路のうち、夜間の安全な交通を確保するために必要な場所に設置します。

（申請手続き）

・事前に市から郵送される申請書を、交通防犯課へ提出してください。申請に基づき、現場調査を実施し、設置基準に適合した場合に設置します。令和６年度からは、申請書の提出を随時受付としています。ただし、年度末頃に申請書を提出された場合は、次年度の対応となります。

※道路照明灯設置後の対応について
地域において不点の道路照明灯がありましたら、管理番号と住所を確認のうえ、交通防犯課までご連絡ください。
　また、設置後稀に、道路照明灯の灯かり等で市に苦情が寄せられることがあります。その際は、地域の取りまとめとして自治会長様等に調整をして頂くことがありますのでご承知おきください。なお、移設または撤去となる場合は、別途申請書類を送付させていただきますので、交通防犯課までご連絡ください。

	根拠法令等
	上尾市道路照明灯設置及び管理要綱


	事務･事業の名称
	地域防犯推進委員の推薦事務

	担当課(室)
	市民生活部　交通防犯課【市役所４階】
℡ 048-775-5138（直通）

	目的･趣旨
	地域安全活動の推進を図るため、地域防犯推進委員を各自治会長から推薦いただく。

	事務･事業の内容、手続の方法

	○　地域防犯推進委員とは
　地域における地域安全活動のリーダー。各地域での自主的な活動に加え、上尾警察署や上尾地方防犯協会等が実施する事業にもご協力いただいている。
　推薦依頼は、上尾地方防犯協会と上尾警察署が行い、上尾地方防犯協会会長（上尾市長）と上尾警察署長の連名で委嘱する。

１　委員の任期

　　　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

ただし、補充により就任した者は、前任者の残任期間とする。

２　推薦人数

　　　原則として、事務区ごとに概ね２００世帯に１人を推薦。

　　　ただし、２００世帯に満たない地区で１人での活動に支障があるなど、これによりがたい場合には、この限りではない。

３　推薦基準

　　　事務区の区域内に居住、または勤務先を有し、地域の実情に精通している者であれば、男女を問わず推薦できる。
　　　新任については委嘱日（７月１日）を基準とし、原則８０歳未満とする。再任にあってはこの限りでない。

４　推薦方法

　　　任期満了の前年の１２月頃に、自治会連合会を通じて各自治会長に推薦の依頼を行い、翌年３月末までに推薦書をご提出いただく。


	根拠法令等
	上尾地方地域安全推進連絡協議会運営規程


	事務･事業の名称
	上尾市学校安全パトロール事業

	担当課(室)
	学校教育部学校保健課（市役所７階）
	℡048-775-9683

	目的･趣旨
	児童生徒の登下校時を中心とした安全を図るため、中学校区ごとに市内全域でパトロールを実施することで、児童生徒だけでなく地域全体の防犯に資することを目的としています。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１ 事業内容

青色回転灯を装備した自動車を使用し、青色回転灯等を点灯させて行う自主防犯パトロールです。中学校区ごとにある１１台の車を使用し、学区内の学校、住宅街、公園、施設等を中心にパトロールします。
２ 運転者登録
　事前に運転者登録簿の提出が必要になります。
　※毎年、４月初旬に自治会連合会を通してご案内しています。
　　ご協力いただける方を運転者登録簿にご記入いただき、各中学校区の教頭にご提出ください。
　※保険の関係で、乗車の可能性がある方は名前の記入をお願いします。
３ 講習会

　学校安全パトロールカー事業講習会（年２回・６～７月頃）に実施します。
※参加いただくことで、警察署から実施者証が交付されます。
※パトロール実施時、実施者証を所持している人が１名でも乗車していれば青色回転灯を回すことができます。

　※すでに実施者証をお持ちの方で、講習を受講して２年が経過している場合は、再度講習を受講することが望ましいと警察より言われておりますので、講習会にご参加ください。 
４ 活動日時
1 月曜日から金曜日

　　児童生徒の登下校時間帯を基本に概ね１～２時間程度とします。

　　また、必要に応じて随時実施することとなっています。

　②土曜日、日曜日、祝祭日、長期休業日、年末年始等

　　地域の実情に応じて適宜実施することとなっています。

※活動計画は、他団体との兼ね合いもあるので、ご自身の所属する中学校区の教頭と調整してください。

	根拠法令等
	

	事務･事業の名称
	上尾市環境美化推進員の推薦

	担当課(室)
	環境経済部　生活環境課

【市役所５階】
	℡ 048-775-6940（直通）

	目的･趣旨
	健康で清潔な住み良い街づくりの推進のために、各自治会、町内会、区会等に上尾市環境美化推進員を設置。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１．事業内容
　　地域環境が清潔でかつ健康的になるように、地域住民のリーダーとして、市が行う環境衛生諸事業（クリーン上尾運動等）に協力していただくとともに、地区の実情に合った自主的な諸事業（清掃活動、地域リサイクル）を積極的に協力・推進をしていただく。
２．推薦人数
　　自治会、町内会、区会等（以下「自治会等」という）ごとに１人以上
３．任期
　　２年間（４月１日から翌々年の３月３１日）
４．推薦方法
　　任期満了の年の１月に各自治会等長宛てに「上尾市環境美化推進員候補者推薦書」の提出依頼を行いますので、ご提出をお願いいたします。
　　推進員の委嘱は、４月又は５月の環境美化推進員連合会各支部総会にて行います。


	根拠法令等
	上尾市環境美化推進員設置要綱


	事務･事業の名称
	ごみ集積所の新設・変更・廃止の確認

	担当課(室)
	環境経済部　西貝塚環境センター

【西貝塚３５番地１】
	℡048-781-9141（直通）

	目的･趣旨
	ごみ集積所は地域の皆さんの協力により設置・管理いただいている。その新設・変更・廃止については、地区の上尾市環境美化推進員の調整とともに、自治会長の協力・確認（届出書への記名・押印）をお願いしている。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１．事務・事業の内容

集積所の新設要望や既存集積所の位置変更・廃止などは、地区の環境美化推進員のみなさんに、地区の環境美化のため利用者と協力し、ごみ集積所の適正管理についての啓発をお願いしております。（上尾市環境美化推進員設置要綱第2条）

これらの相談に当たっては、自治会長さんの協力をいただきたく、お願い申し上げます。（環境美化推進員業務の手引き）

（なお、地区環境美化推進員は各自治会の会長の推薦に基づき市長より委嘱されています。）

２．手続きの方法

　ごみ集積所の新設、変更あるいは廃止の相談については、地区環境美化推進員さんをご案内ください。また、必要に応じ環境美化推進員さんに協力をお願いいたします。

新設及び位置の変更等を希望する場合は、近隣の住民の方と十分な話し合いを行い、安全で収集可能な位置に設置するように調整することになっており、また、西貝塚環境センターとも調整を図るようご案内をお願いします。

設置（変更）等について調整が図れた場合、「ごみ集積所設置（新設・変更・廃止）届出書」を上尾市長あて提出していただくこととなっております。

原則として、その届出書には利用上問題ないことを確認していただき、自治会長の記名・押印をお願いしています。（地区環境美化推進員さんの記名・押印も同様です）


	根拠法令等
	上尾市環境美化推進員設置要綱
上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則


	事務･事業の名称
	上尾市公園管理報奨金

	担当課(室)
	都市整備部　みどり公園課
【市役所６階】
	℡048-775-8129(直通)

	目的･趣旨
	地域に密着し、親しみのある公園環境になるように、地域の皆様に軽易な管理作業を行っていただき、その手助けとして報奨金を支払います。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１　管理内容
　　　清掃、除草及びトイレ清掃等、軽微な公園の管理。

      高木剪定、遊具管理等につきましてはこれまで通り市で行います。

２　協定の締結団体

　　　自治会、婦人会、子ども会、いきいきクラブ、各種スポーツクラブ

などの地域団体

３　報奨金の交付

　　　上尾市地域公園管理協定を締結した団体に交付します。(年額)

　　　　公園面積500㎡以下　　　　　　　　　　　 20,000円

　　　　公園面積500㎡を超え1000㎡以下　　　　　28,000円

　　　　公園面積1000㎡を超える公園については、100㎡ごとに

1,000円を加算します。

４　手続の方法
　　新規に管理協定を希望する場合は、事前にみどり公園課にご相談下さい。所定の手続を経て事業認可となります。
５　報奨金交付手続
　　毎年７月頃にみどり公園課より公園管理者代表者様に交付手続の案内を送付いたします。所定の手続を経て交付となります。


	根拠法令等
	上尾市公園管理報奨金交付要綱


	事務･事業の名称
	上尾市明るい選挙推進協議会推進員の推薦

	担当課(室)
	選挙管理委員会事務局
	℡　048-775-9689

	目的･趣旨
	任期満了時に、新たに推進員を推薦する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１ 推進員の身分

明るい選挙推進活動を行う民間組織のボランティア

２ 推薦基準

（１） 政治や選挙に関し中立公正な人

（２） 明るい選挙推進運動の趣旨を理解し、積極的に活動できる人

３ 推薦人数

各自治会（団地地区を含む）１人
※再任も可能です。
４ 推進員の任期

２年間（４月１日から翌々年の３月３１日）

５ 推薦方法

選挙管理委員会事務局所定の様式による推薦書を提出。

６ 推薦書報告期限

選挙管理委員会事務局が定めるとおり
· 推薦事務については、任期満了の年の一月頃（令和５年１月）、各自治会長宛に推薦依頼書及び推薦書をお渡ししております。
· 現推進員の任期 ：令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで

	根拠法令等
	上尾市明るい選挙推進協議会規約


	事務･事業の名称
	選挙時の投票立会人の推薦

	担当課(室)
	選挙管理委員会事務局
	℡　048-775-9689

	目的･趣旨
	選挙時の各投票所における投票立会人を推薦する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１ 投票立会人の推薦について

（１）当該投票区の選挙人名簿に登録されている者

（２）特定の候補者と直接の利害関係を持たない中立的立場にある者

（３）当該選挙の候補者でない者

※その他、詳細は推薦の依頼文書に記載します。
２ 推薦人数

選挙ごとに異なりますので、推薦の依頼文書に明記します。

３ 推薦方法

選挙管理委員会から推薦依頼を受けた自治会は、選挙ごとの依頼文書に基づ

き、投票立会人推薦書・承諾書を提出してください。

４ 立会日時

各選挙日の午前７時～ 午後８時（集合時間は、原則として午前６時３０分）



	根拠法令等
	公職選挙法


	事務･事業の名称
	国勢調査調査員の推薦

	担当課(室)
	総務部　総務課
	℡ 048-775-4989(直通)

	目的･趣旨
	国勢調査　調査員について推薦を頂くことにより、上尾市全域の調査員を確保する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	１　事務・事業の内容

国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策での活用、その他の基礎資料を得ることを目的とする。統計法で５年ごとに行うことが定められている。次回調査期日は令和１２年１０月１日。
２　推薦日程
国勢調査実施年５月の自治会連合会において推薦を依頼します。国勢調査実施前年度から事前のお知らせ等を行う予定です。
３　推薦人数

調査年・自治会ごとに異なりますので、推薦の依頼文書に示します。
４　推薦方法

自治会ごとの依頼文書に基づき、調査員推薦書・調査員推薦名簿を提出してください。
５　調査員の要件

（１）責任をもって調査事務を遂行できる者であって、原則として２０歳以上の者であること。

（２）秘密の保護に関し信頼のおける者であること。

（３）警察に直接関係のない者であること。

（４）選挙に直接関係のない者であること。

（５）暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者であること。
６　その他（参考）
調査員報酬（令和７年） 　　１調査区担当　約５万円
　　　　　　　　　　　　　 ２調査区担当　約９万円
※担当する調査区の世帯数によって変動があります。
※令和１２年度調査では変更になる可能性があります。

	根拠法令等
	統計法／国勢調査令／国勢調査施行規則／国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令


	事務･事業の名称
	上尾市少年補導委員の推薦

	担当課(室)
	こども未来部青少年課
　少年愛護センター
	℡048-775-1444（直通）

	目的･趣旨
	市内１０地区の各地区連合会等の会長から少年補導委員の推薦を受け、市長が委嘱し、青少年の健全育成並びに非行防止の推進を図るため、街頭補導（愛のひと声）活動を実施している。

	事務･事業の内容、手続の方法

	委嘱期間：令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの１期２年間。

推薦人数：上尾地区１７名、平方地区８名、原市地区６名、大石地区７名、

　　　　　上平地区１０名、大谷地区８名、原市団地地区１名、尾山台団地

　　　　　地区１名、西上尾第一団地地区２名、西上尾第二団地地区２名、
合計で６２名
※次回は新たに公募を行い、活動回数・体制等の見直しを行う
予定でいることから、人数に変更が生じる可能性があります。
推薦依頼：任期満了前（令和９年度）の９月に上尾市自治会連合会を通じて
市内１０地区の各地区連合会等の会長に推薦依頼を行い、その年
（令和９年度）の１２月末までに報告を受ける。
参　　考：上記の推薦以外に、市内各中学校のPTA会長（１０名）、市内各
　　　　　中学校長（１１名）、少年愛護センター所長（１６名）の推薦を

もって委嘱する補導委員もある（総数９９名）。


	根拠法令等
	上尾市少年愛護センター設置条例

上尾市少年愛護センター設置条例施行規則

上尾市少年補導委員に関する要綱


	事務･事業の名称
	上尾市国民健康保険運営協議会委員の推薦

	担当課(室)
	市民生活部保険年金課
	℡048-782-6494（直通）

	目的･趣旨
	国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議することを目的に設置され、市長からの諮問に対して審議し、その結果の意見を答申する。

	事務･事業の内容、手続の方法

	審議内容：国民健康保険事業の運営に関する事項（市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項。）を審議する。
委嘱期間：令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの１期３年間。

　　　　　委嘱期間中に要件を満たさなくなった場合、解職となり推薦依頼
をします。
　 構   成：被保険者代表６名
　　　　　　（現職：上尾地区・上平地区・平方地区・大谷地区・原市団地・西
上尾第一団地）

　

要　　件：上尾市国民健康保険被保険者で、任期終了まで７５歳未満の方
　　　　　
推薦人数：適宜（定数：６名）
推薦依頼：任期満了前に、該当地区の連合会等の会長に推薦依頼を行い、期限までに報告を受ける。
参　　考： 


	拠法令等
	上尾市国民健康保険条例
上尾市国民健康保険に関する規則　
国民健康保険法　


42

